
  

 

令和 6年 4月 19日 

 

  「 “新しい”副業人材活用に向けたガイドブック」を作成しました 
 

 

 中小企業の人材確保の手段の一つとして、本業の企業で専門知識や経験・

スキルを持つ「高度人材」を副業として受け入れ、中小企業経営者の良き

パートナーとして社内人材で着手困難な経営課題の解決に取り組む事例

が増えつつあります。 

 近畿経済産業局では、これを「新しい副業」と捉え、経営者が活用に向け

た一歩を踏み出す一助となるようガイドブックを作成しました。 

 本ガイドブックでは、副業人材を活用するメリットや留意点などを、企業

のリアルな声も交えながらＱ＆Ａ形式でわかりやすく取りまとめておリ

ますので、是非ご活用下さい。 

 

１．作成の背景 

企業規模や業種に関わりなく全国的に人手不足が深刻化する現在、中小企

業の人材確保はますます厳しいことから、外部人材の活用は有効手段の１つ

です。中でも、本業の企業で働きながら、専門知識や多様な経験、高度なスキ

ルを持つ「高度人材」が、自らの能力等を活かして、新規事業の立ち上げや社

内人材育成、組織整備等の経営課題に携わる「副業」が注目されています。 

一方、副業人材を受け入れるには、漠然とした不安感等が心理的な障壁と

なり、活用に至らないことも多いのが現状です。 

 

２．ガイドブックの概要 

「副業人材」を受け入れ、活用経験がある中小企業の経

営者や専門家による座談会を通じて得た知見をもとに、

中小企業が副業人材の活用を始める際に役立ていただく

ためのメリットや留意点などをガイドブックとして取り

まとめました。 

本ガイドブックでは、新しい副業人材活用についての

留意点や契約書等の作成におけるチェックポイントをはじ

め、疑問や不安の解消に役立つよう、座談会に参加した企

業のリアルな声も交えながら Q＆A形式で解説しています。 



 

 

３．ガイドブックのポイント 

ポイント１ 

新しい人材活用に向けた取り組み方について、「期

待される効果」、「活用のポイント」、「活用に向けた

準備」の観点から、ポイント、Q&A、座談会参加者の

声を織り交ぜわかりやすく解説。参加した専門家か

ら「副業人材面談時のポイント」をコラムとして紹介

しています。 

 

 

 

ポイント 2 

副業人材活用にかかる知的財産権と情報管理に

ついて、「知的財産権」及び「情報管理」に係る留

意点、「契約書等において確認すべき項目」の観

点からチェックポイント等をわかりやすく解説。参

加した専門家から契約時の注意点をコラム形式で

紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

ポイント 3 

副業人材を活用した声として、座談会参加企業

4 社の活用事例を概要、経緯、事業の進め方、

受入成果の観点からわかりやすく紹介していま

す。 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「“新しい”副業人材活用に向けたガイドブック」Web ページ） 

https://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/hukugyou_guidebook.html 

 

 

 

（本発表資料のお問い合わせ先）     

近畿経済産業局 地域経済課長 大平 

担当者：菅、畠内 

電話：０６－６９６６－６０１１ 

  FAX：０６－６９６６－６０７７  

 

https://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/hukugyou_guidebook.html

